
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札の参加に際しては、本要領に記載の事項を承知のうえ、入札に参加してください。 

 

 

 

 
 

 

 神 戸 市 

令和７ 年度一般競争入札 

神戸市有地売払実施要領 
令和８ 年３ 月募集 

 

入札参加申込期間：令和８年３月 13 日(金)～４月８日(水)17 時まで(必着) 

 落札者がいない物件は令和８年６月 29 日(月)から受付(先着順) 

落札者が決定したものの契約を締結するに至らなかった物件は令和 8 年８月 24 日（月）から受付（先着順） 
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１．入札物件一覧 

各物件の詳細は、別紙１「物件調書・位置図・写真」で確認してください。 

号地 所在地 
実測面積

(㎡) 
最低売却価格(円) 

入札保証金

(円) 
物件担当課 

１ 
中央区宮本通４丁目

359番１ 
51.10 8,100,000 500,000 

都市局 用地活用推進課 
078-595-6755 

２ 兵庫区高松町62番３ 684.32 78,700,000 4,000,000 
都市局 用地活用推進課 

078-595-6756 

３ 
兵庫区水木通２丁目

２番４ 
263.40 86,100,000 4,400,000 

行財政局 資産活用課 
078-322-5142 

４ 
長田区御屋敷通4丁

目101番7 
91.81 30,500,000 1,600,000 

都市局 用地活用推進課 
078-595-6755 

５ 
須磨区竜が台３丁目

１番２ 
2,238.23 208,200,000 10,500,000 

建築住宅局 住宅整備課 
078-595-6170 

６ 
西区王塚台２丁目81

番１、82番１ 
3,664.01 553,900,000 27,700,000 

建築住宅局 住宅整備課 
078-595-6170 

７ 
西区玉津町高津橋字

西山神505番15 
204.40 12,100,000 700,000 

建設局 事業用地課 
078-595-6021 

８ 

（土地） 

西区玉津町出合字古

瀬204番４ 

629.95 

56,200,000 

（内訳） 

54,800,000 

2,900,000 

地域協働局 地域活性課 

（建物） 

西区玉津町出合字古

瀬204番地４ 

357.40 

（内訳）

1,400,000 078-322-0319 

９ 
西区玉津町二ツ屋字

松ノ内356番５ 
207.26 1,300,000 100,000 

建設局 事業用地課 
078-595-6021 

 

※８号地の最低売却価格は、建物部分の消費税及び地方消費税を含まない価格です。 

入札にあたっては、建物部分の消費税及び地方消費税を含まない価格で記載してください。 

落札金額の按分方法や端数処理の詳細は、物件調書をご確認ください。 
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２ ． 主なスケジュ ール 

 

事前準備 本実施要領・ 物件の現況・ 各種制限等を各自でご確認く ださ い。  

  
 
 
 

入札参加 
申込み 

2026年３ 月13日( 金) ～４ 月８ 日( 水) 17時まで( 必着)  

 
 
 

 
 
 
 

入札保証金 
納入 

入札書提出( 入札) までに神戸市の公金収納取扱金融機関で納入し てく ださ い。 

 
 
 

 
 
 
 

入札 2026年６ 月１ 日( 月) ～10日( 水) 17時まで( 必着)  

 
 

 

 
 
 
 

 

開札 
2026年６ 月25日( 木) ９ 時30分より  

開札への立会いは任意です。  

 
 
 
 

契約 

契約説明会 2026年７ 月６ 日( 月) ・ ７ 日( 火)  

契約書提出期限 2026年７ 月21日( 火) 17時 

契約締結と 同時に入札保証金の全額を 契約保証金に充当し ます。  

  
 
 
 

売買代金の納入 

売買代金納入期限 2026年８ 月21日( 金)  

売買代金と 契約保証金と の差額を 納入し ていただき ます。  

  
 
 
 

所有権移転 
物件の引渡し  

所有権は売買代金等完納と 同時に買主に移転し ます。  
所有権移転の後、 現地にて物件の引渡し を 行います。  
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３ ． 入札参加資格 

次の各号のいずれかに該当する者は、 入札に参加するこ と ができ ません。  

また、 随意契約( Ｐ . 14～15) についても 同様と し ます。  

( 1)  当該入札に係る 契約を 締結する能力を 有し ない者及び破産者で復権を 得ない者 

( 2)  

神戸市における 不動産の売却に係る 契約手続において次の事項のいずれかに該当する と 神戸市

が認めたと き から ２ 年を 経過し ない者。 その者を 代理人、 支配人、 その他の使用人又は入札代理

人と し て使用する者についても 、 また同様と し ます。  

① 競争入札において、 その公正な執行を 妨げたと き 又は公正な価格の成立を 害し 、 若し く は

不正の利益を 得る ために連合し たと き 。  

② 落札者が契約を 締結する こ と 又は契約の相手方が契約を 履行する こ と を 妨げたと き 。  

③ 正当な理由がなく て契約を 履行し なかっ たと き 。  

④ 落札し たにも かかわら ず正当な理由がなく て契約を 締結し なかっ たと き 。  

⑤ 神戸市における 競争入札に参加でき ないこ と と さ れている 者を 契約の締結又は契約の履行

に当たり 代理人、 支配人、 その他の使用人と し て使用し たと き 。  

( 3)  
買い受けた不動産を 、 暴力団その他の反社会的団体及びそれら の構成員がその活動のために利用

する 等公序良俗に反する用に使用し よ う と する者 

( 4)  

次の事項のいずれかに該当すると 認めら れる 者 

① 神戸市から 直接に又は第三者を 経由し て不動産を 買受け、又は借受けた者で、当該不動産に

係る公序良俗に反する 使用の禁止の定めに違反し た者 

② ①に該当する法人その他の団体の代表者、 理事、 取締役、 支配人その他こ れら に類する地位

( 以下「 代表者等の地位」 と いう 。） に現にある 者及び違反時にあっ た者 

③ ①又は②に該当する者が代表者等の地位にある法人その他の団体 

( 5)  

暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律( 平成３ 年法律第77号) 第２ 条第６ 号に規定す

る 暴力団員、役員若し く は実質的に経営に関与する者が暴力団員である 法人等、その他暴力団( 同

法第２ 条第２ 号に規定する 暴力団を いう 。 ) 及び暴力団員と 社会的に非難さ れる べき 関係を 有し

ている 者( 神戸市契約事務等から の暴力団等の排除に関する 要綱( 平成22年５ 月26日市長決定) 第

５ 条に該当する 者)  

( 上記の者に該当するこ と が判明し た場合には、 違約金の請求、 買戻権の行使、 契約の解除の対象

と なり ます。 )  
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４ ． 入札手続き  

 ( １ ) 入札参加申込み 

入札参加希望者は、以下の要領により 入札参加申込みを 必ず行っ てく ださ い。以下の受付期間に参加申

込みを行っ ていない場合は、 入札に参加するこ と はできません。  

落札後の売買契約の締結や所有権移転登記は、 入札参加申込書兼誓約書兼承諾書 様式① に記載さ れ

た名義で行いますので、 共有を 希望する場合は、 必ず共有名義でお申込みく ださ い。  

なお、 共有名義での申込みの場合は、 共有者の中から 代表者( 以下「 共有代表者」 と いう 。） の選任が必

要です。 共有代表者は、 その他の共有者から 一般競争入札と こ れに付帯する一切の権限の委任を 受け、 入

札書類の受領・ 提出や入札保証金の納入など入札に係る手続き について、 共有者を 代表し て行います。  

受付期間 2026年３ 月13日( 金) ～４ 月８ 日( 水) 17時まで( 必着)  

提出書類等 

以下①～③、 全ての書類提出・ 手続き が必要です。  

①申込書類 

□入札参加申込書兼誓約書兼承諾書 様式①-１  又は 様式①-２  

 ・ 必要事項を 記入し 、 所定の場所に実印を 押印し てく ださ い。  

・ 共有名義での申込みの場合は共有者全員の必要事項の記入・ 実印の押印が必要です。 

□入札参加申込物件一覧 様式④ ( 複数物件に入札参加申込みを する 場合)  

②添付書類 

□印鑑登録証明書( 個人の場合) 、 印鑑証明書・ 履歴事項全部証明書( 法人の場合)  

・ 入札参加申込み申請日時点で発行後３ か月以内のも のの提出が必要です。  

申請日は、 入札参加申込書兼誓約書兼承諾書 様式① に記入し た日付です。  

・ 複数物件に入札参加申込みを する 場合は、原本１ 部と コ ピ ー( 合計通数＝申込物件数

分) を 提出し てく ださ い。 共有名義での申込みの場合は全員分の提出が必要です。  

□委任状 様式②・ 社員証や運転免許証のコ ピ ー等の受任者本人と 確認でき る も の 

( 代理人によ る入札・ 契約を する場合)  

・ 複数物件に入札参加申込みを する 場合は、 申込物件数分を 提出し てく ださ い。  

  ・ 入札書類の持参や開札への立会等を 法人の従業員が行う 場合は不要です。  

□共有代表者選任届 様式③ ( 共有名義での申込みの場合)  

 ・ 共有代表者以外の共有者全員分の提出が必要です。  

③メ ールアド レ ス送信 

 ・ メ ールアド レ スは、 神戸市から の資料送付に使用し ます。  

 ・ 以下の内容を 記載し た電子メ ールを 送信し てく ださ い。  

【 件名】 令和７ 年度一般競争入札参加申込み 

【 本文】・ 名前( 法人の場合は法人名と 担当者名)  

・ 資料等の受取り を 希望する メ ールアド レ ス( １ つまで)  

・ 電話番号 

・ 関心のある 市有地入札種別 ( 売却/貸付/自販機)  

・ 関心のある 物件・ 条件 

( ※) 今後、 行財政局資産活用課で実施する 市有地入札等( 売却・ 貸付・ 自販機)  

の情報について、 電子メ ール配信登録を 希望する 場合は、 回答し てく ださ  

い。 既に登録済みの場合は、 回答不要です。  

 

( ※)  
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受付方法 

①申込書類・ ②添付書類 

郵送    ( 宛先)  

〒650-0001 

神戸市役所内郵便局留 神戸市行財政局資産活用課 宛 

③メ ールアド レ ス送信 

電子メ ール ( 宛先)       

       kat suyou_ nyusat su@ci t y. kobe. l g. j p 

 

注意事項 

・ 参加申込期間を 過ぎて書類が到着し た場合、 いかなる 理由があっ ても 受理し ません。  

・ ①②について、 郵送方法は問いませんが、 到着状況に関する 回答は行いません。 なるべ

く 配達状況の分かる 方法( 一般書留や簡易書留等) にて送付し てく ださ い。  

・ 郵便事故等によ り 書類が届かなかっ たこ と に対する 異議を 申し 立てる こ と はでき ま せ

ん。 なお、 理由にかかわら ず窓口での受付は一切行いません。  

・ ①②について、 まと めて郵送し てく ださ い。  

・ ①②について、 宛名ラ ベル 様式⑤ を ご利用く ださ い。  

・ 入札参加申込み後に、 住所、 氏名、 代表者名等の変更があっ た場合は、 行財政局資産活

用課までご連絡く ださ い。  

( ２ ） 入札書類等の送付 

入札参加申込者宛に、 神戸市より 以下の書類を 送付し ます。  

送付書類 

①入札書類 

・ 送付文( 受付番号通知)  

・ 入札書  

・ 入札保証金提出書 

・ 入札保証金の納入通知書兼領収証書 

・ 入札書提出用封筒( 白色)  

・ 入札関係書類送付用封筒( 緑色)  

・ 入札参加申込物件一覧( 複数物件に入札参加を 申込みの場合)  

②物件資料( 神戸市HPにて公開中の資料以外に送付する 資料がある 場合)  

発送方法 
①郵送 

②電子メ ール 

発送予定日 2026年５ 月11日( 月)  

注意事項 

・ ①について、 共有名義での申込みの場合は、 共有代表者に郵送し ます。  

・ ②について、 資料の受取期限( 送付日よ り ５ 日間) ・ ダウンロ ード 回数制限( １ 回) がある

ため、 ご留意く ださ い。  

・ ①について、 2026年５ 月15日( 金) 中に送付書類が到着し ない場合は、 行財政局資産活用

課までご連絡く ださ い。  

 

  

mailto:katsuyou_nyusatsu@city.kobe.lg.jp
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( ３ ） 入札保証金の納入 

入札に参加する場合、事前に入札保証金を 納める必要があり ますので、以下の要領により 納入し てく だ

さ い。  

入札保証金額 Ｐ . １ 「 １ ． 入札物件一覧」 に記載の金額 

納入方法 
Ｐ . ５ 「 ( ２ ) 入札書類等の送付」 で神戸市から 送付する  納入通知書兼領収証書 により 、

神戸市の公金収納の取扱いを し ている 金融機関で納入し てく ださ い。  

納入期限 

2026年６ 月10日( 水)  

入札書等の提出( 締切日： ６ 月10日17時) の際に、納入済の 納入通知書兼領収証書 のコ

ピ ーが必要と なるため、 前日までに納入する など 余裕を も っ て納入し てく ださ い。  

注意事項 

・ 納入期限までに納入が確認でき ない場合や納入金額に不足がある 場合、 入札は無効と

なり ます。  

・ 納入通知書兼領収証書 以外の方法で納入し た場合、 入札は無効と なり ます。  

・ 落札でき なかっ た場合の入札保証金の返還方法については、Ｐ . 13「 ８ ．入札保証金返

還・ 帰属等」 を ご確認く ださ い。  

・ 落札後に契約を 締結し なかっ た場合、 入札保証金の返還はでき ません。  
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( ４ ) 入札書等の提出 

入札参加希望者は、 Ｐ . ５ 「 ( ２ ) 入札書類等の送付」 で送付さ れた書類により 、 以下のと おり 入札書を

提出し てく ださ い。 基準を 満たさ ない入札については無効と なる場合があり ますので、 Ｐ . ９ 「 ( ６ ) 入札

の無効」 を ご確認のう えで書類を ご提出く ださ い。  

入札期間 2026年６ 月１ 日( 月) ～６ 月10日( 水) 17時まで( 必着)  

受付方法 

郵送 ( 宛先)  

〒650-0001 

神戸市役所内郵便局留 神戸市行財政局資産活用課 宛 

書類の 

記入・ 封入 

□入札書 

 ・ イ ン ク 又はボールペンによ り 記入し てく ださ い。  

・ 所定の場所に実印又は委任を 受けた代理人の届出印を 押印し てく ださ い。  

・ 入札金額は、 物件の価格の総額を 表記し てく ださ い。 ただし 、 ８ 号地においては、 

建物部分の消費税及び消費税相当額を 含まない価格を 表記し てく ださ い。  

・ 金額のはじ めの数字の前に必ず「 ￥」 を 記入し てく ださ い。  

・ 提出の際は、 入札書提出用封筒( 白色)  に 入札書 のみを 封入し 、 所定の場所( ２

箇所) に実印で割印を し てく ださ い。 また、 複数物件に入札参加申込みの場合、  

入札参加申込物件一覧 と 照合し 、 提出漏れがないこ と を ご確認く ださ い。  

□入札保証金提出書 

・ 所定の場所に実印又は委任を 受けた代理人の届出印を 押印し てく ださ い。  

・ 入札保証金の返還用預金口座内容は、 正確に記入し てく ださ い。 記入に誤り があ

る 場合は、変更願の提出を お願いするなど、返還に日数を 要するこ と があり ます。 

・ 納入済の納入通知書兼領収証書 のコ ピ ーを  入札保証金提出書 の所定の場所に

必ず貼り 付けてく ださ い。  

・ 入札保証金提出書 の所定の場所に返還用預金口座を 確認する こ と ができ る 書類

( 通帳など) のコ ピーを 貼り 付けてく ださ い。  

入札書を 

提出し ない 

物件がある場合 

該当物件に関する以下の書類を 返送し てく ださ い。  

□送付文( 受付番号通知)  

・ 左下空白に「 入札辞退する 旨」・「 入札参加申込者名」 を 記入し 、 実印又は代理人

の届出印を 押印し てく ださ い。  

□入札書  

□納入通知書兼領収証書 

□入札参加申込物件一覧( 複数物件に入札参加申込みの場合)  

・ 該当物件を 朱線で消し てく ださ い。  

注意事項 

・ 提出し た入札書類の書換え、 引換え又は撤回はでき ません。  

・ 入札期間を 過ぎて書類が到着し た場合、 いかなる理由があっ ても 受理し ません。  

・ 郵送方法は問いませんが、 到着状況に関する回答は行いません。 なる べく 配達状況

の分かる 方法( 一般書留や簡易書留等) にて送付し てく ださ い。  

・ 郵便事故等によ り 書類が届かなかっ たこ と に対する異議を 申し 立てるこ と はでき ま

せん。  

・ 入札関係書類送付用封筒( 緑色)  に提出書類を 封入し てく ださ い。 なお、 任意の封

筒での提出も 可能です( 宛名ラ ベル 様式⑤ を ご利用く ださ い) 。  
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( ５ ) 開札 

以下のと おり 開札を行います。 開札への立会いは任意です。  

なお、 入札参加者以外の方が開札会場へ入場するこ と はでき ません。  

日時 2026年６ 月25日( 木) ９ 時30分より  

場所 神戸市役所１ 号館24階「 1241会議室」 ( 神戸市中央区加納町６ 丁目５ 番１ 号)  

持参する物 
入札保証金の 納入通知書兼領収証書 ( 原本)  

※入場時に確認さ せていただき ます。   

落札者の決定 

・ 最低売却価格以上の価格のう ち、 最高の価格を も っ て入札し た者を 落札者と し ます。  

・ 後日、入札保証金が納入さ れていないこ と や入札者の資格の欠如などＰ . ９「 ( ６ ) 入札

の無効」 に定める 事項に該当する こ と が判明し た場合は、 その者の入札を 無効と し 、

次に高い価格を も っ て入札し た者を 落札者と し ます。  

【 同価の場合】  

落札者と なるべき 同価の入札を し た者が２ 人以上あると き は、 直ち に当該入札者に受

付番号順でく じ を 引かせて落札者を 決定し ます。 こ の場合において、 開札に参加し て

いないなど、 く じ を 引く 者がいないと き は、 こ れに代えて当該入札事務に関係のない

神戸市職員がく じ を 引き ます。  

落札者の発表 

以下のと おり 発表し ます。  

 

 開札会場 神戸市HP 
神戸市役所１ 号館17階 

行財政局資産活用課掲示板 
 

時間 開札後順次 開札日の17時頃 開札日翌開庁日の９ 時  

 内容 落札者名・ 落札金額 
入札者数・ 入札金額・ 落札者名( ※) ・ 落札金額 

( ※) 個人の場合、「 個人」 と 表記 
 

 

結果の通知 

2026年６ 月26日( 金) ( 発送予定)  

・ 開札結果は、 落札者のみに対し て郵送し ます。  

・ 共有名義での申込みの場合は、 共有代表者に郵送し ます。  
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( ６ ) 入札の無効  

次のいずれかに該当する場合は、 無効と し ます。  

無効

事由 

・「 入札書」 が所定の日時を 過ぎて到着し たと き 。  

・「 入札参加申込書兼誓約書兼承諾書」 も し く は「 入札保証金提出書」 の提出がないと き 。  

・ 最低売却価格( 予定価格) に達し ない金額を も っ て入札し たと き 。  

・「 入札書」 の金額その他主要な事項の記載が確認し 難いと き 。  

・「 入札書」 に記名と 押印がないと き 。  

・「 入札書」 の金額のはじ めの数字の前に「 ￥」 の記載がないと き 。  

・ 一の入札に対し て２ 通以上の「 入札書」 を 提出し たと き 。  

・ 入札保証金を 納入せず、 又はその金額に不足があると き 。  

( 指定の納入方法によら ない場合を 含む)  

・ 代理人による 入札の場合において、「 委任状」 を 提出し ないと き 。  

・ 入札者と その代理人が他の入札代理人と なり 、 又は数人共同し て入札を し たと き 。  

・ 入札者の資格のない者が入札し たと き 。  

・ 本市から 交付さ れた「 入札書」 以外の入札書によ り 入札し たと き 。  

・ 鉛筆、 シャ ープペン シルその他の訂正の容易な筆記具により 「 入札書」 に記入し たと き 。  

・「 入札書」 の金額を 訂正し た場合において訂正印の押印がないと き 。  

・ 前各号に掲げる も ののほか、 特に指定し た事項に違反し たと き 。  

( ７ ) その他 

入札の中止等 
不正な入札が行われる おそれがある と 認めら れる と き 、 又は災害その他入札の実施が

困難な特別の事情が生じ た場合は、 入札を 中止または延期する こ と があり ます。  

再入札 再入札は行いません。  

入札全般の 

注意事項 

・ 入札参加者から 提出のあっ た書類は、 理由にかかわら ず一切返却でき ません。  

・ 入札参加書類に記入漏れや実印の相違等があっ た場合や添付書類の送付漏れ等があ

っ た場合は、 入札に参加でき ないこ と があり ますので、 書類の記載内容等を 十分に

ご確認のう え、 ご提出く ださ い。  
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５ ． 契約手続き  

( １ ) 契約説明会 

日程 2026年７ 月６ 日( 月) ・ ７ 日( 火)  

場所 三宮国際ビル ( 神戸市中央区浜辺通２ 丁目１ 番30号)  

必要書類等 

□落札通知書 

 ・ 落札決定後に神戸市より 送付し ます。  

□成年後見制度における登記さ れていないこ と の証明書( 個人の場合)  

・ 契約説明会時点で、 発行後３ か月以内のも のの提出が必要です。  

・ 法務局又は地方法務局で交付を受けてく ださ い。 交付手続きについては、 最寄り の地

方法務局にお問い合わせく ださ い。  

( 神戸地方法務局 神戸市中央区波止場町１ 番１ 号 TEL： 078-392-1903)  

□破産に関する 証明書( 個人の場合)  

 ・ 契約説明会時点で、 発行後３ か月以内のも のの提出が必要です。  

・ 本籍地の市区町村で交付を 受けてく ださ い。  

□実印・ 売買契約書に貼付する収入印紙( 契約説明会当日に売買契約書に署名・ 押印をする場合)  

・ 収入印紙は事前に郵便局等でご購入く ださ い。  

□委任状に押印し た受任者の印鑑・ 委任状 様式② 

( 契約説明会当日に委任を受けた代理人が売買契約書に署名・ 押印をする場合)  

注意事項 

・ 契約説明会には、 原則本人又は委任を 受けた代理人の出席が必要です。 なお、 法人の

場合、 契約名義人以外の方が出席する場合は、 法人の従業員である こ と を 確認でき る

も の( 社員証など) を 当日ご提示く ださ い。  

・ 日時・ 場所等の詳細は、 開札日以降に送付する 落札通知書にて連絡し ます。 日時の都合

が悪い場合は、 事前に行財政局資産活用課までご連絡く ださ い。  

・ 契約説明会の当日に契約を 行い、 かつ、 本人又は委任を 受けた代理人以外の方が参加さ

れる場合は、 委任状 様式② を 当日までに提出し てく ださ い。 こ の場合、 受任者本人が

確認でき る も の( 社員証・ 運転免許証など) を 当日ご提示く ださ い。  

( ２ ) 契約締結 

契約書提出期限 2026年７ 月21日( 火) 17時 

注意事項 

・ 上記契約書提出期限までに、 署名･押印し 、 収入印紙を 貼付し た売買契約書を 提出

し てく ださ い。  

・ 契約説明会当日に売買契約書に署名・ 押印を するこ と も 可能です。  

当日に署名・ 押印を 希望する 場合は、 事前に物件担当課( Ｐ . １ 「 １ ． 入札物件一覧」

参照) までご連絡いただいたう えで、 Ｐ . 10「 ( １ ) 契約説明会」 記載の必要書類等を

持参し てく ださ い。  

( ３ ) 契約の確定 

契約の確定時期 契約は神戸市が落札者と と も に売買契約書に署名・ 押印し たと き に確定し ます。  
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( ４ ) 契約保証金 

入札保証金の充当 契約の確定と 同時に、 入札保証金の全額を 契約保証金に充当し ます。  

契約保証金の充当 
契約保証金は、 売買代金と 契約保証金と の差額の支払いと 同時に、 売買代金に充

当し ます。  

契約保証金の帰属 
契約者が売買代金と 契約保証金と の差額を 納入期限までに納入し ない等の理由に

よ り 、 売買契約を 解除し た場合は、 契約保証金は神戸市に帰属し ます。  

( ５ ) 契約にあたっ て付する主な特約事項 

( 1)  

( 公序良俗に反する 使用の禁止)  

① 売払物件を 、 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律( 平成３ 年法律第77号) 第２ 条

第２ 号に定める 暴力団その他の反社会的団体及びそれら の構成員がその活動のために利用す

る など公序良俗に反する用に使用し てはなら ないこ と 。  

② 売払物件の所有権を 第三者に移転する場合には、 ①の使用の禁止を 書面によ っ て承継さ せ、

当該第三者に対し て①に反する使用を さ せてはなら ないこ と 。  

③ ②の第三者が売払物件の所有権を 移転する場合にも 同様に①②の内容を 転得者に承継する こ

と を 書面で義務づけなければなら ないこ と 。  

④ 売払物件を 第三者に使用さ せる 場合には、 当該第三者に対し て①に反する使用を さ せてはな

ら ないこ と 。 こ の場合において、 買主は、 ①の使用の禁止を 免れる も のではないこ と 。  

⑤ ④の第三者が新たな第三者に売払物件を 使用さ せる 場合も 同様に①④の内容を 遵守さ せなけ

ればなら ないこ と 。  

( 2)  

( 風俗営業等の禁止)  

① 契約締結の日から ５ 年間、売払物件を 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 法律( 昭

和23年法律第122号) 第２ 条第１ 項に定める 風俗営業、同条第５ 項の性風俗関連特殊営業、及び

同条第11項の特定遊興飲食店営業の用に使用し てはなら ないこ と 。  

② 契約締結の日から ５ 年以内に売払物件の所有権を 第三者に移転する 場合には、 その残存期間

について①の使用の禁止を 書面によ っ て承継さ せるも のと し 、当該第三者に対し て①に反する

使用を さ せてはなら ないこ と 。  

③ 契約締結の日から ５ 年以内に売払物件を 第三者に使用さ せる 場合には、 その残存期間につい

て、当該第三者に対し て①に反する 使用を さ せてはなら ないこ と 。こ の場合において、買主は、

①の使用の禁止を 免れるも のではないこ と 。  

( 3)  

( 実地調査等)  

( 1) ( 2) について、 本市が必要である と 認める 場合は、 実地調査等を 行いますが、 買主には協力義務

があり ます。  

( 4)  

( 違約金)  

上記の特約に違反し たと き は以下の金額を 違約金と し て神戸市に支払っ ていただき ます。 なお、違

約金に１ 円未満の端数がある と き は、 その端数金額は切り 捨てる も のと し ます。  

( 1) ( 2) の特約に違反し たと き  ： 売買代金の100分の30に相当する 金額 

( 3) の特約に違反し たと き    ： 売買代金の100分の10に相当する 金額 
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( 5)  

( 買戻特約及び特約登記)  

( 1) の特約に違反し たと き は( 4) の違約金の徴収に加えて、物件の買戻し を するこ と ができ るも のと

し ます。 買戻し の期間は、 契約締結日から 10年間と し ます。 また、 買戻し の特約登記を するこ と が

あり ます( 転売さ れた場合においても 、 買戻特約の登記は抹消し ません。）。 なお、 登記し ない場合

であっ ても 、 買戻特約は有効です。  

※詳し く は、 別紙２ 「 様式・ 記入例」 の 土地売買契約書( 標準書式)  を ご確認く ださ い。  

注

意

事

項 

・「 公序良俗に反する使用の禁止」 や「 風俗営業等の禁止」 は、 売払物件の所有権を 第三者に移転

する 場合は書面により 承継さ せる義務があり ます。  

・ 所有権を 移転さ せる際は、 重要事項説明でその旨を 説明する と と も に、 売買契約書等に同様の特

約条項を 設けるこ と などによ り 、「 公序良俗に反する 使用の禁止」 や「 風俗営業等の禁止」 を 転

得者にも 遵守さ せてく ださ い。 また、 第三者に使用さ せる場合も 同様です。  

 

６ ． 売買代金の納入 

売買代金と 契約保証金( 入札保証金を充当) と の差額を 以下の要領で納入し てく ださ い。  

売買代金納入期限 2026年８ 月21日( 金)  

納入の方法 

神戸市が指定する 納入通知書兼領収証書 により 納入 

・ 落札決定後、 物件担当課( Ｐ . １ 「 １ ． 入札物件一覧」 参照) より 指定の 

納入通知書兼領収証書を交付し ます。  

 

７ ． 所有権の移転と 物件の引渡し  

所有権の移転 

・ 所有権は、売買代金完納と 同時に移転し ます。登記の手続き は本市が行いますが、

登録免許税等の諸費用は落札者の負担と なり ます。  

・ 登記に際し て、 印鑑証明書、 住民票( マイ ナンバーの記載がないも の) 、 代表者

事項証明書等の書類の提出が必要と なり ます。  

・ 所有権移転登記は、 入札参加申込書兼誓約書兼承諾書 様式① に記載さ れた名

義で行います。  

【 参考】 土地の登録免許税 

登録免許税額＝課税標準額( ※) ×20/1, 000 ( 令和８ 年４ 月１ 日より )  

( ※) 課税標準額： 固定資産税課税台帳価格 

( 入札物件の近傍宅地の固定資産税課税台帳に比準し て算定）  

詳し く は、 国税庁ホームページを ご参照く ださ い。  

ht t ps: //www. nt a. go. j p/t axes/shi r aber u/t axanswer /i nshi /7191. ht m 

物件の引渡し  
・ 売払物件は所有権移転登記完了後、 現状有姿で現地立会いのう え引き 渡し ます。 

・ 現地に設置さ れている フ ェ ンス等の撤去費用は、 落札者の負担と なり ます。  

 

  

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
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８ ． 入札保証金返還・ 帰属等 

返還方法 

・ 落札者以外の者が納入し た入札保証金は、 入札保証金提出書 に記載さ れた返還

用預金口座に振り 込む方法によ り 返還し ます。  

・ 入札保証金の受入期間にかかる 利息は付き ません。  

・ 返還には開札後２ 週間程度かかり ます。  

・ 返還する口座情報に不備があっ た場合は、 よ り 時間を 要する こ と があり ます。  

入札保証金の帰属 
落札者が、 契約締結期限までに契約の締結に応じ ない場合は、 落札はその効力を

失い、 落札者が納入し た入札保証金は、 神戸市に帰属し ます。  

 

９ ． 契約費用と 公租公課等 

次の費用等は、 落札者の負担と なり ます。 内容については、 各関係機関にお問い合わせく ださ い。  

費用等 

・ 売買契約書に貼付する収入印紙の費用 

・ 所有権の移転登記に必要な登録免許税 

・ 落札者を 義務者と し て課さ れる公租公課 

・ その他契約に要する 費用 

( 参考) 〔 契約書貼付の収入印紙の額〕             ※令和９ 年３ 月31日まで 

        〔 契 約 金 額〕              〔 収入印紙の額〕  

100万円を 超え     500万円以下のも の        １ 千円 

500万円を 超え    １ 千万円以下のも の        ５ 千円 

１ 千万円を 超え    ５ 千万円以下のも の        １ 万円 

５ 千万円を 超え     １ 億円以下のも の        ３ 万円 

１ 億円を 超え     ５ 億円以下のも の        ６ 万円 

５ 億円を 超え     10億円以下のも の        16万円 

10億円を 超え     50億円以下のも の        32万円 

50億円を 超える も の                  48万円 
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10． 随意契約 

入札物件のう ち落札者がいない物件や、 落札者が決定し たも のの契約を 締結する に至ら なかっ た物件

については、 随意契約により 売払う 場合があり ます。  

●入札物件のう ち落札者がいない物件の随意契約については、 開札終了後、 Ｐ . ８ 「 ４ ． ( ５ ) 開札」 の落札

者の発表と 併せて、神戸市HPと 行財政局資産活用課( 神戸市役所１ 号館17階) の掲示板で公開し ます。先着

順で市有不動産売却願兼誓約書兼承諾書 様式⑥ を 提出し ていただき 、 最低売却価格以上の金額であっ

た場合に契約手続き を 行います。  

●落札者が決定し たも のの契約を 締結するに至ら なかっ た物件の随意契約については、 契約書提出期限後、

神戸市HPと 行財政局資産活用課( 神戸市役所１ 号館17階) の掲示板で公開し ます。先着順で市有不動産売却

願兼誓約書兼承諾書 様式⑥ を 提出し ていただき 、 落札価格以上の買受価格を 提示し た場合に契約手続

き を 行います。  

なお、売買契約の締結や所有権移転登記は、市有不動産売却願兼誓約書兼承諾書 様式⑥ に記載さ れた

名義で行いますので、 共有を 希望する場合は、 必ず共有名義でお申込みく ださ い。  

( １ ) 随意契約の申込み 

受付期間 

①落札者がいない物件 

2026年６ 月29日( 月) ９ 時 ～ 2026年12月25日( 金) 17時 

②落札者が決定し たも のの契約を 締結する に至ら なかっ た物件 

 2026年８ 月24日( 月) ９ 時 ～ 2026年12月25日( 金) 17時 

必要な資格 入札参加資格と 同様です。 Ｐ . ３ 「 ３ ． 入札参加資格」 を ご確認く ださ い。  

提出書類 

①申込書類 

□市有不動産売却願兼誓約書兼承諾書 様式⑥ 

 ・ 所定の場所に必要事項を 記入し 、 実印を 押印し てく ださ い。  

・ 共有名義での申込みの場合は共有者全員の必要事項の記入・ 実印の押印が必要です。 

②添付書類 

□印鑑登録証明書( 個人の場合) 、 印鑑証明書・ 履歴事項全部証明書( 法人の場合)  

・ 受付日時点で発行後３ か月以内のも のの提出が必要です。  

・ 共有名義での申込みの場合は全員分の提出が必要です。  

□委任状 様式②・ 社員証や運転免許証のコ ピー等の受任者本人と 確認でき るも の 

( 代理人によ る 契約を する場合)  

受付方法 

持参 ( 提出先)  

   神戸市役所１ 号館17階 行財政局資産活用課 

( 神戸市中央区加納町６ 丁目５ 番１ 号)  

９ 時～12時、 13時～17時( 土曜・ 日曜・ 祝日を 除く )  

注意事項 

・ 先着順の受付です。  

・ 受付の初日( 2026年６ 月29日( 月) 又は2026年８ 月24日( 月) ) については、 ９ 時に神戸市役

所行財政局資産活用課に到着し ている者は同着と みなし ます。  

・ 複数の市有不動産売却願兼誓約書兼承諾書 様式⑥ が同時に提出さ れた場合、 最高価格

を 提示し た者に対し て売払います。 同価の場合は、 抽選で売払う 対象者を 決定し ます。  

・ 郵送での売却願の提出は受け付けませんので、 必ず持参し てく ださ い。  

契約保証金 

の納入 

随意契約申込受付後に、物件担当課( Ｐ . １「 １ ．入札物件一覧」 参照) より 契約保証金の 納

入通知書兼領収証書 を 交付し ますので、 神戸市の公金収納の取扱いを し ている 金融機関
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で納入し てく ださ い。  

 

 ( ２ ) 買受人の決定 

締結時期 ・ 契約保証金納入後に契約を 締結し ます。  

提出書類 

□収入印紙を 貼付し た売買契約書 

□成年後見制度における登記さ れていないこ と の証明書( 個人の場合)  

・ 法務局又は地方法務局で交付を 受けてく ださ い。 交付手続き については、 最寄り

の地方法務局にお問い合わせく ださ い。  

( 神戸地方法務局 神戸市中央区波止場町１ 番１ 号 TEL： 078-392-1903)  

□破産に関する 証明書( 個人の場合)  

・ 本籍地の市区町村で交付を 受けてく ださ い。  

売買代金の納入 

・ 売買代金と 契約保証金と の差額を 神戸市が指定する日までに神戸市が指定する  

納入通知書兼領収証書 によ り 納入し てく ださ い。  

・ 納入通知書兼領収証書 は、 物件担当課( Ｐ . １ 「 １ ． 入札物件一覧」 参照) より 交付

し ます。  

契約の公表 

契約者名( ※) と 契約金額を 神戸市HPと 行財政局資産活用課( 神戸市役所１ 号館17階)

の掲示板で公表し ます。  

( ※) 個人の場合、「 個人」 と 表記 

 

11． Ｑ ＆Ａ  

質 問 回 答 

ど のよ う な 場合に委任状の提

出が必要でし ょ う か。  

委任状の提出が必要な場合は以下のと おり です。委任状の提出が必要

かどう か判断に迷われる場合は、行財政局資産活用課までお問い合わせ

く ださ い。  

( 委任状の提出が必要な場合)  

・ 代理人によ る 入札・ 契約を すると き  

入札書への押印、 入札書提出用封筒の割印・ 契約書への押印を 入札参

加者の実印ではなく 、 代理人の届出印によ っ て行う 場合は、 委任状の

提出が必要です。  

・ 契約説明会の当日に契約を 行い、 かつ、 本人又は委任を 受けた代理人

以外の方が参加する と き  

 詳し く はＰ . 10「 ５ ． ( １ ) 契約説明会」 を ご参照く ださ い。  

※入札書類の持参や開札への立会を 法人の従業員が行う 場合等は、委任

状の提出が不要です。  

売買契約締結後、転売はでき ま

すか。また、分筆はでき ますか。 

・ 転売は可能です。 ただし 、 特約条項を 承継さ せる必要があり ます。  

・ 分筆は可能です。 ただし 、 分筆作業( 境界確認等を 含む) は落札者の負

担と なり ます。  
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共有名義で の申込み手続き を

教えてく ださ い。  

共有名義での申込みの場合は、共有の名義人と なる者の中から 共有代

表者の選任が必要です。 共有代表者は、 一般競争入札と こ れに付帯する

一切の権限の委任を 受け、 入札書類の受領・ 提出や入札保証金の納入な

ど入札に係る 手続き について、 共有者を 代表し て行います。  

なお、 落札後の売買契約の締結や所有権移転登記は、 入札参加申込書

兼誓約書兼承諾書 様式①-２  に記載さ れた名義で行います。 共有を 希

望する場合は、 必ず共有名義でお申込みく ださ い。  

申込みの際は、 以下の書類を ご提出く ださ い。  

□入札参加申込書兼誓約書兼承諾書 様式①-２  

□共有代表者選任届 様式③ 

・ 共有代表者以外のすべての共有者の提出が必要です。  

□入札参加申込物件一覧 様式④ ( 複数物件に入札参加申込みをする場合)  

物件調書の「 ガス」、「 水道」、

「 下水道」 の欄に「 配管有」 と

あり ますが、どのよう な状態で

し ょ う か。 また、 引込みが確認

で き て いる 場合は問題な く 利

用でき る のでし ょ う か。  

・ 前面道路に本管が設置さ れている 場合に「 配管有」 と 記載し ています。

また、「 無」 の物件については、 前面道路に本管が設置さ れておら ず、

供給可能な地点までの配管工事が必要と なり ます。  

・ 利用にあたっ ての必要な工事は、 落札者の負担と なり ます。 物件の利

用に際し ては、 必ず供給事業者と 十分な協議を 行っ てく ださ い。  

・ 引込みが確認でき ている 場合も 、 稼働の確認は行っ ていないため、 経

年劣化等の事情によ り 、 利用でき ない場合があり ます。 利用にあたっ

て必要な工事が発生する場合は、 落札者の負担と なり ます。 物件の利

用に際し ては、 必ず供給事業者と 十分な協議を 行っ てく ださ い。  

入札物件の近隣にある ク リ ー

ン ス テ ーシ ョ ン の移設はで き

ますか。  

ク リ ーン ステーショ ン の移設にあたっ ては、落札者の方がク リ ーンス

テーショ ンの管理・ 運営を し ている 地域の自治会等と 適当な候補地につ

いて協議のう え、 環境局事業所にご相談く ださ い。 手続き の詳細は神戸

市HPを ご参照く ださ い。  

ht t ps: //www. ci t y. kobe. l g. j p/a04164/kur ashi /r ecycl e/gomi /shi set su/cl eanst at i on/cl eanst at i on/i ndex. html  

  

https://www.city.kobe.lg.jp/a04164/kurashi/recycle/gomi/shisetsu/cleanstation/cleanstation/index.html
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12． ( 参考) 神戸市契約事務等から の暴力団排除に関する要綱 

【 神戸市契約事務等から の暴力団等の排除に関する要綱( 平成22年５ 月26日市長決定) 抜粋】  

  

( 暴力団等に関係する かどう かの照会)  

第４ 条 市長は、 必要がある と 認めると き は、 平成22年５ 月26日付けで兵庫県警察本部長（ 以下「 本部長」 と

いう 。） と の間で取り 交わし た神戸市が行う すべての契約等から の暴力団等の排除に関する 合意書に基づい

て又は当該合意書の趣旨に基づいて、 次に掲げる者に関し て次条各号に定める事項に該当する かどう かにつ

き 、 本部長に対し て照会を 行う も のと する 。  

( 1)  省略 

( 2)  公有財産処分等契約に関連し て次に掲げる者 

ア 次に掲げる 書面を 市長に提出し た者 

( ｱ)  入札参加申込書 

( ｲ)  ( ｱ) に掲げる も ののほか、 公有財産処分等契約について本市の契約の相手方になる こ と を 希望する 旨

の書面 

イ  本市と 契約を 締結する予定と なっ ている者又は候補と なっ ている 者 

ウ 本市が契約を 締結し た場合にあっ ては、 当該契約の相手方 

エ アから ウまでに掲げる も ののほか、 本市が締結し よ う と し ている 契約についての事務の連絡を 行う 者

その他の関係者 

( 3)  省略 

( 4)  省略 

( 5)  省略 

( 6)  前各号に掲げるも ののほか、 こ れら の者に準ずる者と し て市長が認める 者 

２  前項の照会を 行う 際に本部長に提供する個人情報の取扱いについては、 個人情報の保護に関する 法律（ 平

成15年法律第57号） の規定に従わなければなら ない。  

第５ 条 前条第１ 項に規定する次条各号に定める 事項は、 次に掲げる 事項と する 。  

( 1)  前条第１ 項各号に掲げる 者が法人等である場合にあっ ては、 当該法人等について暴力団員が、 役員と し

て又は実質的に、 経営に関与し ているこ と 。  

( 2)  前条第１ 項各号に掲げる 者が個人又は個人事業者である 場合にあっ ては、 当該個人又は個人事業者が暴

力団員であるこ と 。  

( 3)  前条第１ 項各号に掲げる 者が、 暴力団員を 、 相当の責任の地位にある者と し て使用し 、 又は代理人と し

て選任し ている こ と 。  

( 4)  次に掲げる者のいずれかが、 自己、 自己が経営する 法人等、 自己が所属する法人等又は第三者の利益を

図るため、 又は第三者に損害を 与えるために、 暴力団の威力を 利用し ている こ と 。  

ア 前条第１ 項各号に掲げる 者 

イ  前条第１ 項各号に掲げる 者が法人等である 場合にあっ ては、 当該法人等の役員 

ウ 前条第１ 項各号に掲げる 者に使用さ れる者であっ て、 相当の責任の地位にある 者 

( 5)  前号アから ウまでに掲げる 者のいずれかが、 暴力団又は暴力団員（ 以下「 暴力団等」 と いう 。） に金銭的

な援助を 行い、 その他経済的な便宜を 図っ ている こ と 。  

( 6)  第４ 号アから ウまでに掲げる者のいずれかが、 暴力団等に関係する事業者であるこ と を 知り ながら 、 当

該事業者に下請負又は再委託を 行い、 その他当該事業者を 利用し ているこ と 。  

( 7)  前各号に掲げる も ののほか、 第４ 号アから ウまでに掲げる 者のいずれかが、 暴力団等と 社会的に非難さ

れるべき 関係を 有し ている こ と 。  
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13． ( 参考) 提出書類等チェ ッ ク リ スト  

  提出書類等の詳細については、 該当ページでご確認く ださ い。  

 ☑ 対象者 提出書類等 様式 

入札 

参加申込 

 
全員 

入札参加申込書兼誓約書承諾書 ①-１ /①-２  

 メ ールアド レ ス送信 

― 
 

法人の場合 
印鑑証明書 

 履歴事項全部証明書 

 個人の場合 印鑑登録証明書 

 
代理人による入札・ 契約を す

る場合 

委任状 ② 

 
受任者本人と 確認でき るも の 

( 社員証・ 運転免許証などのコ ピ ー)  
― 

 共有名義での申込みの場合 共有代表者選任届 ③ 

 
複数物件に入札参加申込みを す

る 場合 
入札参加申込物件一覧 ④ 

入札 

 
全員 

入札書を 封入し た入札書提出用封筒 

( 白色)  

― 

 入札保証金提出書 

 

入札書を 提出し ない物件が 

ある 場合 

該当物件の送付文( 受付番号通知)  

 該当物件の入札書 

 該当物件の納入通知書兼領収証書 

 

複数物件に入札参加を  

申し 込み、 かつ入札書を  

提出し ない物件がある 場合 

入札参加申込物件一覧 ④ 

開札  開札への立会いを 希望する 場合 納入通知書兼領収証書( 原本)  

― 

契約 

説明会 

 全員 落札通知書 

 
個人の場合 

成年後見制度における登記さ れていない 

こ と の証明書 

 破産に関する証明書 

 
法人で、 契約名義人以外 

の方が出席する 場合 

法人の従業員である こ と を 確認でき る  

も の( 社員証など )   

 契約説明会当日に 

売買契約書に署名・ 押印を  

希望する 場合 

実印又は代理人の届出印 

 売買契約書に貼付する 収入印紙 

 契約説明会当日に契約を 行い、

かつ、 本人又は委任を 受けた 

代理人以外の方が参加する 場合 

委任状( 当日まで)  ② 

 
受任者本人が確認でき るも の 

( 運転免許証・ 社員証など) ( 当日に提示)  
― 
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 ☑ 対象者 提出書類等 様式 

随意契約

の申込み 

 全員 市有不動産売却願兼誓約書兼承諾書 ⑥ 

 
法人の場合 

印鑑証明書 

―  履歴事項全部証明書 

 個人の場合 印鑑登録証明書 

 

代理人によ る契約を する場合 

委任状 ② 

 
受任者本人と 確認でき るも の 

( 社員証・ 運転免許証等のコ ピー)  
― 

買受人の

決定後 

 
個人の場合 

成年後見制度における 登記さ れていない

こ と の証明書 
 

 破産に関する証明書  

 

14． 問い合わせ先 

問い合わせ内容によっ て、 窓口が異なり ます。  

受付時間： ９ 時～12時、 13時～17時( 土曜・ 日曜・ 祝日を除く )   

( １ ) 入札手続きに関するこ と  

行財政局資産活用課( 神戸市役所１ 号館17階)  

TEL: 078-322-5142 

 ( ２ ) 物件に関するこ と  

Ｐ . １ 「 １ ． 入札物件一覧」 記載の物件担当課 

＜物件の現地調査に関する問い合わせについて＞ 

 ・ 敷地外から 常時自由にご覧いただけます。 近隣住民の迷惑になら ないよう ご留意く ださ い。  

・ 敷地内での見学には事前の連絡が必要です。 ご希望の場合は以下の期間に物件担当課へお問い合

わせく ださ い。 なお、 敷地内での見学は任意です。  

１ 、 ２ 、 ４ 号地： 令和８ 年４ 月９ 日（ 木） ～４ 月16日（ 木）  

その他の物件： 令和８ 年３ 月14日( 金) ～４ 月８ 日( 水)  

 

( ３ ) その他 

①開発事業の手続き に関する こ と  

    ht tps: //www. ci t y. kobe. l g. j p/a35466/busi ness/kai hat su/kai hat sukyoka/shi gai kakui ki /300601kai hat su/i ndex. html  

②宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく 届出に関するこ と  

    ht tps: //www. ci t y. kobe. l g. j p/a19183/busi ness/kai hat su/t akuzokyoka/mor i doki sei hou. html  

③景観計画区域における行為の届出に関するこ と  

    ht tps: //www. ci t y. kobe. l g. j p/a96653/shi se/kekaku/j ut akutoshi kyoku/scene/20_ appl y/t odokede. html  

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a35466/business/kaihatsu/kaihatsukyoka/shigaikakuiki/300601kaihatsu/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a19183/business/kaihatsu/takuzokyoka/moridokiseihou.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a96653/shise/kekaku/jutakutoshikyoku/scene/20_apply/todokede.html

